


○　○　○　行　政　区　会　会　則　（例）
（会の名称及び組織）
第1条 本会は、○○○行政区会と称し○○○行政区会会員をもって組織する。
（会の目的）
第2条 本会は、会員相互の親睦融和を図り、各行政区間の連携を行うと共に課題解決を図り、健康や福祉活動の促進とふれあいによる住みやすい、地域連帯にあふれた豊かな地域社会づくりをめざすことを目的とする。
（会の事務所）
第３条　本会の事務所は、事務局長宅内に置く。
（会の事業）
第４条　本会は、目的達成のために、次の事業を行う。
（1） 大樹町各行政区相互の連携協力と地域の振興に関すること。
（2） 文化の振興、生活環境の整備に関すること。
（3） 健康や福祉活動に関すること。
（4） 会員相互の親睦融和を図ることに関すること。
（5） 地域社会づくりに関すること。
（6） 子供会育成に関すること。
（7） 自主防災組織活動に関すること。
（8） その他目的達成に関すること。
（総　　会）
第５条　総会は、年１回とし必要に応じて臨時総会を開く事が出来る。
第２項 総会は、区長が招集する。尚、総会の議長は区長が行う。
第３項 総会に附議すべき事項は次のとおりとする。
（1） 会則の制定及び改正
（2） 役員の選出
（3） 事業計画及び事業報告
（4） 予算及び決算
（5） その他区長が必要と認めた事項
（会の役員）
第６条　本会に次の役員を置く。
　　　	１.　区　　長　　１名
２.　副 区 長　　１名
３.　事務局長    １名　　　　　　　
４.　会　　計　　１名
５.　監　　事    ２名
６.　事業部長　　１名
７.　体育部長　　１名
８.　各区の伍長　　　４名
９.　神社担当　　　　１名
１０.　老人クラブ会長  １名
１１.　子供会会長      １名
１２.　事業副部長      １名
１３.　体育副部長      １名
１４． 防災委員　　　　１名






※既存の役員に兼務させることも可能です。
第２項 本会に顧問を置くことが出来る。
第３項 ただし、伍長については、各区の推薦により役委員会の承認を得て区長がこれを委嘱する。
第４項　老人クラブ会長は、老人クラブからの推薦により役員会の承認を得て区長がこれを委嘱する。
第５項 子供会会長は、子供会から推薦により役員会の承認を得て区長がこれを委嘱する。
第６項 この他に、下部組織として各区、及び班の推薦により各区内に各班長を置くこととする。
（役員の選任）
第７条　役員の選出は、総会において選任する。
（役員の任期）
第８条 役員の任期は、２年とし再選を妨げない。また、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
第２項 伍長・班長、各１年とする。再任を妨げない。また、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
（役員の任務）
第９条 区長は、本会を代表し会務を総理する。
第２項 副区長は、区長を補佐し区長事故あるときはその職務を代理する。
第３項 事務局長は、本会の会務にあたる。
第４項 会計は、本会の会計にあたる。
第５項 事業部長、体育部長は、それぞれの事業執行にあたる。
各副部長はそれぞれの事業執行にあたり各部長を補佐する。
第６項 監事は、会計を監査する。
第７項 区会運営審議に当たると同時に、伍長、神社、老人クラブ会長、子供会会長、防災委員等は、それぞれの担当の執行と運営に関する決定事項の推進にあたる。
（役 員 会）
第10条 役員会は、必要に応じ区長が招集する。役員会の議長は区長が行う。
（会計及び会計年度）　
第１１条 本会の経理は、次のものをもって充てる。
　　　　　（１）区費　（２）参加料　（３）寄附金　（４）補助金　（５）その他
第２項　この会計年度は、毎年１月１日から同年１２月３１日とする。
（帳簿類の備付けの義務）
第１２条 本会に次の帳簿を備える。
（１）会則　（２）役員名簿　（３）会員名簿　（４）会計簿　（５）議事録　（６）その他
（補　　足）
第１３条　この会則に定めるもののほかに必要な事項は、区長が役員会に諮って定める。

附　　則　
この会則は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。

